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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年７月１２日 ２２時２７分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市部埼
へ さ き

東方沖 

 部埼灯台から真方位０８６°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５７.６′ 東経１３１°０２.７′） 

事故の概要 コンテナ船PEGASUS
ペ ガ サ ス

 PACER
ぺ イ サ ー

は、東進中、また、押船すぴなー３は、

バージすぴなーⅢと押船列を構成して東進中、両船が衝突した。 

 PEGASUS PACER は、ブルワークに破口を、また、すぴなーⅢは、ハ

ンドレール等に曲損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 PEGASUS PACER （大韓民国籍）、７,４０６トン 

９２８３１５０（ＩＭＯ番号）、DONG YOUNG SHIPPING 

   １２７.４７ｍ×２０.００ｍ×１０.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５,９４２kＷ、２００３年８月２８日 

Ｂ 押船 すぴなー３、１４６トン 

   １３６８１８、富士海運株式会社 

   ２７.００ｍ×９.２０ｍ×７.０１ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,６４８kＷ（合計）、平成１３年４月

１１日 

Ｃ バージ すぴなーⅢ、約２,８１６トン 

   なし、富士海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構 

１０１.６０ｍ×２０.６０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

   機関なし、平成１３年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ５６歳 

   一級航海士免状（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１４年８月８日 

          （２０１９年８月１８日まで有効） 

 航海士Ａ（ミャンマー連邦共和国籍） 男性 ３４歳 

   締約国資格受有者承認証 三級航海士（大韓民国発給） 
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    交付年月日 ２０１５年１月２９日 

          （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

   四級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和４８年６月１日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年３月２７日 

    免状有効期間満了日 平成３２年３月２９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部ブルワークに破口 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部ハンドレール等に曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 東南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１２人（大韓民国籍６人及びミャ

ンマー連邦共和国籍６人）が乗り組み、コンテナ（貨物の総重量７,

４０６ｔ）を積載し、大韓民国釜山
プ サ ン

港から京浜港に向けて関門航路

を、船長Ａが操船指揮を行い、航海士Ａを見張りに、機関士を機関操

作に、操舵手を手動操舵にそれぞれつけて東進した。 

船長Ａ及び航海士Ａは、平成２７年７月１２日２１時４５分ごろ関

門航路大瀬戸付近で、船首方を東進中の‘Ｃ船の船尾にＢ船の船首を

結合した押船列’（以下「Ｂ船押船列」という。）を初認した際、船長

Ａは、Ｂ船の後方を航行しようと思ったものの、航海士Ａは、速力差

から関門橋を過ぎて追い越すだろうと思った。 

 船長Ａは、関門橋を過ぎ、Ｂ船の後方約０.６Ｍを約１４ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行中、２２時２０分ごろ

航海士Ａに操船指揮を引き継いでトイレに行った。 

Ａ船は、航海士Ａが、Ｂ船押船列も下関南東水道第１号灯浮標の方

向に進むだろうと思い、僅かに右舵を取って同灯浮標に向けつつ、Ｂ

船押船列の左舷側を追い越そうと航行中、２２時２７分ごろ、Ａ船の

右舷中央部とＢ船押船列のＣ船の左舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、トイレにおいて、衝突の衝撃を感じて急いで昇橋し、直

ちに機関を停止し、衝突箇所及び浸水の有無の調査をした。 

Ａ船は、部埼沖に投錨した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、石炭約３,６００ｔを積載し

て満載状態のＣ船とＢ船押船列を構成し、船長Ｂが単独の船橋当直に

つき、関門港若松区から山口県小野田市小野田港に向け、関門航路を

自動操舵により約１１knの速力で東進した。 

 船長Ｂは、大瀬戸付近で、自船の後方を同航しているＡ船をＡＩＳ

で確認し、京浜港横浜区向けであることを確認した。 

 船長Ｂは、関門航路第３６号灯浮標を過ぎてから、小野田港第１号
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灯浮標の東方約０.５Ｍの予定錨地に向け、針路を１１５°（真方

位、以下同じ。）に定めて自動操舵とした。 

Ｂ船押船列は、船長Ｂが、Ａ船が安全な距離を保って左舷側を追い

越すだろうと思っていたところ、Ａ船がＢ船押船列の左舷方至近に迫

って来たので、２２時２５分ごろ長音１回の汽笛を吹鳴したのち、昼

間信号灯を用いて照射し、再度、長音１回の汽笛を吹鳴したものの、

Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突後すぐに離れなかったので、Ａ船に機関停止の合図

を行い、Ａ船の機関停止に併せてＢ船も停止し、衝突箇所及び浸水の

有無の確認をして海上保安庁にＶＨＦ無線電話で連絡し、部埼沖に投

錨した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  Ａ船及びＢ船押船列は、法定灯火を表示していた。 

船長Ａは、船橋を離れる際、航海士Ａに追越しをする際の汽笛の吹

鳴等の注意事項を指示しなかった。 

航海士Ａは、追越しを行う際、汽笛の吹鳴等を行わなかった。 

Ａ船のレーダーには、ＡＩＳ情報が重畳表示されていなかった。 

Ｂ船押船列のＡＩＳの目的地は、“ＯＤＡ ＯＦＦ”（小野田港外に

錨泊するという意味）となっていたが、航海士Ａは、Ａ船のＡＩＳで

確認しなかった。 

船長Ｂは、反航船を見掛けなかったので、Ａ船が、安全な距離を維

持して追い越したのち、推薦航路に向けるだろうと思っていた。ま

た、Ａ船が、Ｂ船押船列のＡＩＳの目的地情報を確認していると思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、部埼東方沖において、Ａ船がＢ船押船列の左舷側を追い越

す態勢で東進中、航海士Ａが、Ｂ船押船列も下関南東水道第１号灯浮

標の方向に向かうだろうと思い、僅かに右舵を取って同灯浮標に向け

ていたものの、Ｂ船押船列に対する見張りを適切に行っていなかった

ことから、Ｂ船押船列に向けて接近していることに気付かずに航行

し、Ｂ船押船列と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、ＡＩＳによりＢ船押船列の目的地を確認しなかったこ

とから、Ｂ船押船列も下関南東水道第１号灯浮標の方向に進むだろう

と思っていたものと考えられる。 

Ｂ船押船列は、部埼東方沖を東進中、船長Ｂが、Ａ船が安全な距離

を保ってＢ船押船列を追い越すだろうと思い、Ａ船に対する見張りを
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適切に行っていなかったことから、左舷方から接近するＡ船に気付く

のが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、ＡＩＳでＡ船の目的地を確認していたが、Ａ船もＢ船押

船列の目的地を知っていると思っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、部埼東方沖において、Ａ船がＢ船押船列の左舷側

を追い越す態勢で東進中、Ｂ船押船列が東進中、航海士Ａが、Ｂ船押

船列も下関南東水道第１号灯浮標の方向に向かうだろうと思い、僅か

に右舵を取って同灯浮標に向けていたものの、Ｂ船押船列に対する見

張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船押船列に向けて接近してい

ることに気付かずに航行し、また、船長Ｂが、Ａ船が安全な距離を保

ってＢ船押船列を追い越すだろうと思い、Ａ船に対する見張りを適切

に行っていなかったため、左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅

れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＡＩＳを利用して他船の目的地を確認すること。 

・他船を追い越す場合には、安全な船間距離を保ち、所定の信号を

行い、必要に応じて連絡を行うこと。 

 

 



 

 

付図１ 航行経路図 

 

 

-
 
5
 
-
  

小野田港 

下関南東水道 

第１号灯浮標 小野田港第１号灯浮標 

Ｂ船押船列

予定錨地 

部埼灯台 

福岡県北九州市 

関門航路 

推薦航路 

Ａ船 

Ｂ船押船列 

関

門

港

界 

事故発生場所 

（平成２７年７月１２日 ２２時２７分ごろ発生） 

関門航路 

第３６号灯浮標 



 

- 6 - 

 

 

  ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位は真方位（以

下同じ。）である。 

   

 

 

  ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（°－′－″） 

東 経 

（°－′－″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

22:13:55 33-58-21.7 130-59-22.7 067 069 13.9 

22:15:04 33-58-27.6 130-59-41.4 067 069 14.0 

22:16:04 33-58-32.8 130-59-57.1 071 068 14.1 

22:17:09 33-58-35.0 131-00-14.8 106 095 13.6 

22:18:04 33-58-31.5 131-00-29.1 101 104 13.8 

22:19:04 33-58-28.3 131-00-45.8 103 103 14.1 

22:20:04 33-58-24.6 131-01-02.3 106 104 14.4 

22:21:04 33-58-19.9 131-01-19.4 114 109 14.5 

22:22:11 33-58-13.3 131-01-36.5 113 114 14.4 

22:23:04 33-58-07.8 131-01-50.6 118 117 14.3 

22:24:05 33-58-00.9 131-02-05.5 119 119 14.3 

22:25:05 33-57-53.7 131-02-20.8 119 119 14.4 

22:26:02 33-57-47.0 131-02-35.1 131 120 14.3 

22:27:05 33-57-37.1 131-02-47.4 137 132 12.4 

22:28:05 33-57-29.8 131-02-56.0 145 137 9.4 

22:29:05 33-57-23.2 131-03-02.3 152 144 8.0 

22:30:05 33-57-16.7 131-03-06.9 158 151 7.2 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（°－′－″） 

東 経 

（°－′－″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

22:14:01 33-58-35.8 131-00-05.4 089 086.6 10.7 

22:15:01 33-58-34.7 131-00-18.2 111 107.1 10.8 

22:16:01 33-58-30.0 131-00-30.1 112 115.7 11.1 

22:17:01 33-58-25.2 131-00-42.3 111 113.3 11.4 

22:18:01 33-58-20.5 131-00-54.7 112 113.8 11.4 

22:19:12 33-58-14.7 131-01-09.6 112 114.4 11.4 

22:20:02 33-58-10.7 131-01-32.3 112 114.8 11.3 

22:21:02 33-58-06.0 131-00-20.0 112 114.7 11.2 

22:22:02 33-58-01.4 131-01-44.4 113 114.3 11.2 

22:23:02 33-57-56.8 131-01-56.7 113 114.7 11.2 

22:24:02 33-57-52.1 131-02-08.9 112 114.4 11.1 

22:25:02 33-57-47.5 131-02-21.1 112 114.4 10.9 

22:26:02 33-57-43.0 131-02-33.0 115 115.0 10.8 

22:27:02 33-57-37.7 131-02-45.1 125 134.9 12.0 

22:28:02 33-57-30.1 131-02-53.5 118 138.7 9.0 

22:29:02 33-57-23.8 131-02-59.8 125 145.2 7.7 

22:30:02 33-57-17.6 131-03-04.5 131 152.2 7.1 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 


